
伊 丹 市 認 知 症 地 域 支 援 推 進 員 設 置 事 業 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 地 域 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 2 6年 8月 1 8

日 老 発 第 0 8 1 8第 1号 厚 生 労 働 省 老 健 局 長 通 知 ）に 基 づ き ，伊 丹

市 認 知 症 地 域 支 援 推 進 員 設 置 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い う 。 ）

を 実 施 し ， 地 域 に お け る 医 療 ， 介 護 及 び 地 域 の 支 援 機 関 の 連

携 強 化 並 び に 市 内 に 居 住 す る 認 知 症 の 人 と そ の 家 族（ 以 下「 認

知 症 の 人 等 」 と い う 。 ） に 対 す る 支 援 体 制 の 強 化 を 図 る こ と

を 目 的 と す る 。  

（ 実 施 主 体 ）  

第 ２ 条  事 業 の 実 施 主 体 は ， 伊 丹 市 と す る 。 た だ し ， 適 切 な 事

業 運 営 が 確 保 で き る と 市 長 が 認 め る 法 人 そ の 他 の 団 体 に 事 業

の 全 部 又 は 一 部 を 委 託 す る こ と が で き る 。  

２  事 業 の 委 託 に 係 る 業 務 の 範 囲 ， 条 件 そ の 他 必 要 な 事 項 は ，

事 業 の 委 託 を 行 う 法 人 そ の 他 の 団 体 と の 契 約 に よ り ， 別 に 定

め る 。  

（ 実 施 事 業 ）  

第 ３ 条  事 業 の 内 容 は ， 次 の と お り と す る 。  

(１ )  認 知 症 の 人 等 が 状 況 に 応 じ て 必 要 な 医 療 や 介 護 等 の サ

ー ビ ス が 受 け ら れ る よ う な 関 係 機 関 と の 連 携 体 制 の 構 築  

(２ )  伊 丹 市 医 師 会 や 認 知 症 サ ポ ー ト 医 ， 認 知 症 疾 患 医 療 セ

ン タ ー の 専 門 医 等 と の ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成  

(３ )  地 域 型 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 対 す る 認 知 症 対 応 力 向

上 の た め の 支 援  

(４ )  認 知 症 の 人 等 か ら 相 談 が あ っ た 際 ，そ の 知 識 ･経 験 を 活

か し た 相 談 支 援 の 実 施  

(５ )  認 知 症 ケ ア 向 上 推 進 の 各 事 業 の 実 施 の た め の 調 整  



（ 伊 丹 市 認 知 症 地 域 支 援 推 進 員 の 配 置 ）  

第 ４ 条  市 長 又 は 委 託 を 受 け た 者 は ， 前 条 に 規 定 す る 事 業 を 円

滑 か つ 効 果 的 に 実 施 す る た め ， 次 の 各 号 の い ず れ か の 要 件 を

満 た す 者 の う ち か ら 認 知 症 地 域 支 援 推 進 員 （ 以 下 「 推 進 員 」

と い う 。 ） を 配 置 す る も の と す る 。  

(１ )  認 知 症 の 医 療 及 び 介 護 に お け る 専 門 的 知 識 及 び 経 験 を

有 す る 医 師 ， 保 健 師 ， 看 護 師 ， 作 業 療 法 士 ， 歯 科 衛 生 士 ， 精

神 保 健 福 祉 士 ， 社 会 福 祉 士 又 は 介 護 福 祉 士  

(２ )  認 知 症 介 護 指 導 者 養 成 研 修 修 了 者 等 前 号 以 外 の 者 で 認

知 症 の 介 護 及 び 医 療 に お け る 専 門 的 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者

と し て 市 長 が 認 め た 者  

（ 関 係 機 関 等 と の 連 携 等 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 事 業 の 実 施 に 当 た っ て ， 地 域 包 括 支 援 セ ン タ

ー ， 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 ， 伊 丹 市 医 師 会 及 び 市 内 医 療 機 関 ，

認 知 症 サ ポ ー ト 医 （ 厚 生 労 働 省 の 定 め る 認 知 症 サ ポ ー ト 医 研

修 を 修 了 し た 医 師 ） 等 と の 連 携 に 努 め る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の ほ か ， 近 隣 市 町 及 び 県 の 関 係 部 局 ， 認 知 症

疾 患 医 療 セ ン タ ー 等 と 連 携 及 び 協 力 を し ， 認 知 症 に 係 る 支 援

体 制 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。  

（ 秘 密 保 持 の 義 務 ）  

第 ６ 条  推 進 員 等 事 業 に 携 わ る 従 事 者 は ， 事 業 に 関 し 知 り 得 た

個 人 情 報 そ の 他 の 秘 密 事 項 を 他 に 漏 ら し て は な ら な い 。な お ，

そ の 職 を 退 い た 後 も ， 同 様 と す る 。  

（ 事 業 の 委 託 を 行 う 法 人 そ の 他 の 団 体 に 対 す る 調 査 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 第 ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 事 業 を 委

託 し た と き は ， 事 業 の 委 託 を 行 う 法 人 そ の 他 の 団 体 に 対 し 、

当 該 年 度 に １ 回 以 上 ， 事 業 の 委 託 に 係 る 実 施 状 況 そ の 他 の 必

要 な 報 告 を 求 め ，調 査 を 行 う も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ，



市 長 は ，適 切 な 事 業 運 営 が 確 保 さ れ て い な い と 認 め る と き は ，

事 業 の 委 託 に 係 る 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る も の と す る 。  

２  事 業 の 委 託 を 受 け る 法 人 そ の 他 の 団 体 は ， 前 項 の 規 定 に よ

る 市 長 か ら の 報 告 及 び 調 査 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 細 則 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 事 業 の 実 施 に 関 し 必 要

な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。  

 

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 


